
はじめに

　信書便年報は、民間事業者による信書の送達事業の現況について広く知って

いただくために、総務省においてとりまとめたもので、本年度版は６回目とな

ります。

　はがきや手紙などの「信書」の送達の事業について民間事業者の参入を認

める「民間事業者による信書の送達に関する法律」が、平成 15 年４月に施

行されました。それから７年あまりが経過し、信書便事業への参入事業者は

平成 21 年度末現在で 317 者を数え、取扱通数も毎年着実に増加するなど、

信書便事業は社会の中で確実に広がりを見せています。

　信書便市場においては、巡回集配サービスやバイクなどによる急送サービス、

慶弔メッセージカードの配達サービスをはじめ、利用者のニーズを踏まえた

きめの細かい様々なサービスが提供されています。また、警備業者や福祉事

業者など、貨物運送業を本業としない事業者の参入が見られるなど、サービ

スの提供主体にも広がりが生じています。

　本年報では、こうした信書便事業の現況について、説明やデータに加え、

代表的なサービスの流れや実際の利用者・事業者からの話などのトピックを

織り交ぜながらご紹介しています。特に本年度版では、信書便事業者の声を

例年よりも多くご紹介しています。また、信書便制度の周知や個人情報保護の

推進など信書便事業に関する総務省の取組や、信書便事業の開始手続などに

ついても、分かりやすい形で掲載しております。

　本年報が引き続き、国民の皆様方に広く活用され、我が国の信書便事業の

現況や信書便事業に関する取組についてのご理解をより一層深めていただく

一助となれば幸いです。
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